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監査等委員会設置会社への移行および指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年４月開催予定の当社第88期定時株主総会での承認を条件

として、監査等委員会設置会社へ移行する方針、ならびに取締役会の任意機関として指名諮問委員会およ

び報酬諮問委員会を設置する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

１．監査等委員会設置会社への移行

(１)移行の理由

   ①ガバナンス強化

      取締役会における議決権を有する監査等委員が、業務執行の適法性および妥当性の監査を担う

        ことにより、取締役会の監査・監督機能の実効性を高め、ガバナンスの強化を図るものです。

②業務執行の機動性向上

        取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役へ権限移譲することにより、迅速かつ効率的な意

          思決定を行い、業務執行の機動性を向上させるものです。

③取締役会の活性化

         取締役会における審議対象を重点事項に絞り込むことにより議論を充実させ、取締役会の活性

          化を図るものです。

(２)移行の時期

2022年４月開催予定の当社第88期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いた

だいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

(３)その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等につきましては、決定次第お知らせします。

２．指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置

取締役会による取締役候補者の指名および取締役の報酬決定のプロセスに、社外取締役の適切な関与・

助言を得ることにより、手続きの透明性・公正性を確保するため、監査等委員会設置会社への移行と同時

に、取締役会の任意の諮問機関として両委員会を設置する予定です。併せて、取締役報酬制度を見直し、

業務執行取締役を対象に業績連動型報酬(株式報酬)の導入を予定しております。
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